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はじめに
平成２９年４月に、新学習指導要領の告示があり、令和３年度から全ての小・中学校に

おいて新学習指導要領に則った学習が進められます。新学習指導要領では、「インクルー

シブ教育システム」の理念の実現に向けた改訂が行われ、その目指すものは「共生社会」

の形成であり、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を認め合

える社会の実現です。これは、全ての人々が目指す社会の姿であり、自立・社会参加とい

う特別支援教育の視点は、全ての児童生徒に必要とされる視点と考えられます。

下野市教育委員会では、平成２５年度に、相談部とスマイル教室から成る「学校教育サ

ポートセンター」を設立しました。平成２９年３月に文部科学省から提示された「発達障

害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備のガイドライン」にあります

ように、障がいにより教育上特別の支援を必要とする全ての児童生徒等に対し、健康福祉

部と連携し発達障がい等の可能性の段階から、教育的ニーズを把握し、支え、つなぐため

の教育支援体制を構築すべく、学校教育サポートセンターを中心として取り組んで参りま

した。

現在、市内小・中学校では、特別支援学級や通級指導教室はもちろんのこと、通常学級

においても特別の支援を必要とする児童生徒の実態を把握し、特別支援教育コーディネー

ターを中心として全校体制で情報を共有し、個々の児童生徒のニーズに応じた教育支援を

行っております。しかしながら、学校だけでは対応が難しいケースも少なくなく、ニーズ

に応じた支援の在り方や家庭や地域、他機関との連携、療育の提供などにおいて、まだま

だ課題があります。引き続き、家庭、地域、学校、そして行政が関係機関と連携して課題

解決に向けて取り組んでいくことが必要不可欠と考えております。

そこで、このような現状と課題を踏まえ、市教育委員会では、『下野市特別支援教育推

進計画（第二次）』を策定いたしました。本計画（第二次）は、小・中学校期に加え、幼

児期から中学校卒業後までを見通し、児童生徒の周囲にいる全ての人々の理解・協力を得

て、国や県が進めるインクルーシブ教育システムを推進し、教職員全員で、特別な支援を

必要とする児童生徒一人一人をはぐくむ教育の実践を目指すものです。

今後は、本計画（第二次）を学校、保護者、地域、関係機関に共有していただき、子ど

もたち一人一人が『きらきら輝き、共に生きるしもつけの子』のスローガンの下、障がい

の有無にかかわらず、能力を最大限に発揮し、地域の一員として共に生きる「しもつけの

子ども」に育つよう、特別支援教育を推進して参ります。

最後になりましたが、本計画（第二次）を策定するに当たり、熱心にご協議いただきま

した策定委員各位に対し、心より感謝申し上げます。

令和３年３月

下野市教育委員会教育長

池澤 勤
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第１章 計画（第二次）の策定について

Ⅰ 計画（第二次）について

１ 目的

本計画（第二次）の策定は、文部科学省や栃木県教育委員会の基本方針、下野市教

育計画等を基に、平成２４年３月策定の「下野市特別支援教育推進計画～のびのび輝

く下野の子～」の取組から、これまでの下野市における特別支援教育の成果と課題を

踏まえ、今後１０年間の下野市の特別支援教育を、更に推進するための指針とするこ

とを目的としています。

２ 位置付け

教育を取り巻く環境

下野市の状況

３ 対象

本計画（第二次）は、市内小・中学校における特別支援教育全般を対象とし、関係

機関等との連携や保護者・市民等への理解啓発に関わる内容も含まれます。

４ 計画の期間

本計画（第二次）の期間は、令和３年度から令和１２年度までの１０か年とし、中

・長期的な視点で取組の方向性を定めた計画です。

ただし、社会経済情勢や教育全般等を取り巻く変化に応じて、随時必要な見直しを

行うこととします。

下野市特別支援教育推進計画（第二次）

第二次下野市教育振興計画

新学習指導要領

下野市障がい者

福祉計画

障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律

栃木県教育振興基本計画

下都賀地区学校教育の重点

教育支援体制整備

ガイドライン
第二次下野市教育大綱

第二次下野市総合計画

下野市学校教育計画

学校教育法
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Ⅱ 特別支援教育の現状

１ 国の動向

＜平成２４年７月 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のた

めの特別支援教育の推進（報告）＞

障がいのある児童生徒が、その年齢及び能力に応じ、可能な限り障がいのない児童

生徒と共に、その特性を踏まえた十分な教育を受けることの出来る仕組を構築してい

くことが求められました。

＜平成２５年６月 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法令の制定＞

国連の障害者権利条約の締結に向けた国内の法整備の一環として、全ての国民が、

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的

として制定され、平成２８年４月から施行されました。

この法律によって、障がいを理由とする不当な差別的扱いの禁止と合理的配慮の提

供義務についての規定が定められ、法的義務となりました。

＜平成２５年９月 学校教育法施行令の一部を改正する法令＞

就学相談や就学先の決定に関しては、本人・保護者の意見を最大限尊重し、市区町

村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について、本人・保護者と合意形

成を行うことを原則とすることになりました。

＜平成２９年３月 発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援

体制整備のガイドライン＞

文部科学省から、これまでの間に培ってきた発達障がいを含む障がいのある児童等

に対する教育支援体制の整備状況を踏まえ、平成１６年のガイドラインを見直し、あ

らためて教育支援体制整備ガイドラインが提示されました。

＜平成２９年３月 新学習指導要領の告示＞

新学習指導要領では、インクルーシブ教育システムの理念の実現に向けた改訂が行

われ、全ての学校において特別支援教育の推進が図られることが示されました。

【前文】

一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他

者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化

を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の作り手となることができ

るようにする。
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【総則】

障害のある児童(生徒)などについては、特別支援学校等の助言を活用しつつ、

個々の児童(生徒)の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的

かつ計画的に行うものとする。

【各教科】

障害のある児童などについては、学習活動を行う場合に生じる困難に応じた指

導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。

学校は、児童生徒一人一人の障がいの状況や、学習活動を行う場合に生じる困難を

把握し、指導上の配慮等を推進すべきことが示されました。

＜平成３０年５月 教育と福祉の一層の連携等の推進について（通知）＞

発達障がいをはじめ障がいのある子どもやその保護者に対し、教育委員会と福祉部

局が連携して、学校と障がい児通所支援事業所等との関係構築の「場」を設置するな

ど、就学前から学齢期、社会参加まで切れ目なく支援していく体制の整備、専門的な

相談ができる機関や保護者同士の交流の場の促進等に取り組むことが示されました。

＜平成３０年８月 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通

知）＞

特別支援学校、特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導が行われてい

る児童生徒に対して『個別の教育支援計画』を作成することとし、当該計画の作成に

当たっては、本人とその保護者の意向を踏まえ、医療、福祉、保健等の関係機関と当

該児童生徒の支援に関する必要な情報の共有を図ることとされました。

＜令和３年度４月 新学習指導要領完全実施＞

新学習指導要領の告示を受け、障がいのある子ども一人一人の教育的ニーズに対応

した適切な指導や必要な支援を通して、自立と社会参加に向けて育成を目指す資質・

能力を身に付けていくことができるようにする観点から、教育課程の見直しを図るこ

とが示されました。

２ 県の動向

＜令和２年度 栃木県教育委員会 指導の指針＞

特別支援教育のねらいを「インクルーシブ教育システムの推進に向け、障がいのあ

る児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の

困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援の充実を図る」とし、以下

の５点を挙げています。
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１ 校内支援体制の充実

２ 通常の学級における特別支援教育の充実

３ 特別支援学級における指導の充実

４ 交流及び共同学習の推進

５ 進路指導及び学校間の連携の充実

また、県教育委員会では、学習指導要領の改訂の趣旨や内容を理解し、各特別支援学級

や通級指導教室において、適切に教育課程を編成し、実施するために、平成３１年２月に

「特別支援学級及び通級による指導教育課程編成の手引き」を作成しました。

その他、特別支援教育に関する参考資料として、栃木県教育委員会、栃木県総合教育セ

ンターでは、以下のようなリーフレット等を発行しています。

・初めて通級による指導を担当する先生のためのハンドブック（H27.3栃木県総合
教育センター）

・学校における合理的配慮の提供について（H28.2）
・通常の学級における特別支援教育「安心感を高める」指導・支援の充実（H28.3）
・障害のある子どもの生涯にわたる自立と社会参加のために（H29.3）
・個別の教育支援計画の作成と活用（H29.3）
・共に学ぶ教室を目指して ～子どもたちの互恵的な相互作用の展開～（H30.3）
・特別支援教育の充実に向けて ～特別支援教育コーディネーターとの連携を通

して～（H31.3）
・一人一人の教育的ニーズに応じた支援のために ～就学の手続きについて～

（H31.3）
・初めて特別支援学級を担任する先生のためのハンドブック（H31.3栃木県総合教
育センター）

＜令和２年度 下都賀地区学校教育の重点＞

特別支援教育について、「障害の有無にかかわらず、児童生徒の一人一人の教育的ニー

ズを把握して、適切な指導や必要な支援をしていくものであり、全ての教育活動の基本と

なるもの」と示されています。また、特別の支援を必要とする児童生徒に対しては、『個

別の教育支援計画』を作成し、それを全教職員で共通理解した上で「学校全体で支援して

いく」という意識を持って指導することが大切であると示されています。



*1 校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障がいを含む障がいの
ある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため校内に設置する特別支援教育

に関する委員会。委員会は、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教務主任、生

徒指導主事、通級指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼児児童生徒

の学級担任、学年主任、その他必要と思われる者などで構成する。

（文科省：「参考資料１２：特別支援教育の推進について（通知）」より）
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３ 下野市の現状と取組について

平成３１年４月に国分寺西小学校は閉校となり、下野市の小中学校は、小学校１１校、

中学校４校となりました。令和４年度より、南河内地区（薬師寺小学校、吉田東小学校、

吉田西小学校、南河内中学校）に義務教育学校を設立し、南河内小中学校となります。

◇市内学校数

小学校 中学校 義務教育学校

平成３０（２０１８）年度 12校 4校 0校

令和元（２０１９）年度～ 11校 4校 0校

令和３年（２０２１）度

令和４（２０２２）年度～ 8校 3校 1校

（１）校内支援体制について

・校内委員会
*1
の設置や特別支援教育コーディネーターを位置付け、全ての学校に

おいて、支援体制が整備されています。

・校内委員会の開催回数や実態把握の方法は、学校により様々です。

・特別支援学級担任の過半数が特別支援教育コーディネーターに指名されています。

・各中学校区に１名スクールカウンセラーが配置され、相談支援に当たっています。

・学校生活支援員を各校に配置（令和２年度は２９名）し、校内支援体制の充実を

図っています。

◇校内委員会の回数 （回／年） （平成30年5月 文部科学省体制整備状況調査）

小学校 中学校

１ 回 3校 1校

２ 回 2校 2校

３ 回 4校 0校

４ 回以上 3校 1校
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◇特別支援教育コーディネーターの役職 （令和元年５月 栃木県整備状況調査）

小学校 中学校

管理職 1校 0校

通常の学級担任 1校 0校

通級による指導担当者 3校 0校

特別支援学級担任 6校 2校

学級担任ではない特別支援学級主任（中学校） 0校 2校

※全小・中学校とも1名ずつの指名

◇実態把握の方法 （平成30年5月 文部科学省体制整備状況調査）

小学校 中学校

担任、特別支援教育コーディネーター等による観察 11校 4校

保護者からの聞き取り 11校 2校

校内共通の把握シート等による確認 4校 1校

校内委員会で収集した資料を基に分析 8校 2校

外部機関と連携した観察 8校 0校

外部機関と連携した諸検査の実施 9校 0校

（２）特別な支援を必要とする児童生徒の状況について

①特別支援学級の状況

特別支援学級とは、障がいなどにより通常の学級における指導では十分にその効

果をあげることが困難な児童生徒のために、少人数できめ細やかな指導をする学級

です。特別の教育課程を編成し、学級編成基準は８名で１学級です。

・特別支援学級は、市内小学校１１校のうち９校、中学校４校全てに設置されていま

す。学級種別は知的障がい特別支援学級（以下「知的学級」という。）と自閉症・

情緒障がい特別支援学級（以下「自・情学級」という。）です。在籍児童生徒数は、

年々増加しています。

・特別支援学級に在籍している全ての児童生徒について、『個別の教育支援計画』を

作成、活用しながら指導に当たっています。

・特別支援学級に在籍している全ての児童生徒が、通常の学級での交流及び共同学習

を行っています。教科等によっては多くの児童生徒が実施しています。

◇特別支援学級設置校及び学級数の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

小学校 知的学級 8校10学級 8校10学級 8校 9学級 8校10学級 8校 9学級 8校11学級

自・情学級 ７校 7学級 7校 7学級 8校 9学級 8校 9学級 9校11学級 9校12学級

中学校 知的学級 4校 4学級 4校 4学級 4校 5学級 4校 7学級 4校 7学級 4校5学級

自・情学級 3校 3学級 3校 3学級 3校 3学級 3校 3学級 4校 4学級 4校4学級

学級数合計 24学級 24学級 26学級 29学級 31学級 32学級
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◇特別支援学級在籍児童生徒数の推移

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

小 知的学級 41人 39人 33人 41人 39人 58人

学 自・情学級 17人 22人 32人 38人 57人 71人

校 計 58人 61人 65人 79人 96人 129人

中 知的学級 15人 14人 24人 38人 35人 28人

学 自・情学級 6人 7人 11人 7人 9人 9人

校 計 21人 21人 35人 45人 44人 37人

児童生徒数合計 79人 82人 100人 124人 140人 166人

◇特別支援学級在籍児童生徒数の割合の推移

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

小学校 知的学級 1.2％ 1.2％ 1.0％ 1.2％ 1.2％ 1.8％

自・情学級 0.5％ 0.6％ 0.9％ 1.1％ 1.7％ 2.2％

計 1.7％ 1.8％ 1.9％ 2.3％ 2.9％ 4.0％
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H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

中学校 知的学級 0.8％ 0.7％ 1.4％ 2.3％ 2.2％ 1.8％

自・情学級 0.3％ 0.3％ 0.6％ 0.4％ 0.5％ 0.5％

計 1.1％ 1.0％ 3.4％ 2.7％ 2.7％ 2.3％

◇交流及び共同学習を行っている児童生徒の割合

（令和元年度 特別支援学級教育課程）

（％）

小学校 国語 算数 社会 理科 生活 音楽 図工 体育 家庭 道徳 外国語 総合 学活

知的学級 10 0 81 85 97 100 100 100 100 90 77 100 90

自･情学級 6 0 88 94 95 95 96 100 100 89 94 91 96

（％）

中学校 国語 数学 社会 理科 英語 音楽 美術 保体 技家 道徳 総合 学活

知的学級 0 0 26 26 0 91 67 85 67 79 71 76

自･情学級 25 12 50 50 25 62 62 87 75 50 62 50

※各教科等において、一部又は全部について交流及び共同学習を実施しているものを含む。
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②通級指導教室の状況

通級指導教室とは、通常の学級に在籍している障がいのある児童生徒に対して、

一部の授業について当該児童生徒の障がいに応じた特別の指導を行う教室です。特

別の教育課程を編成し、主として各教科等の指導を通常の学級で行いながら、障が

いの状態等に応じた特別の指導を行う学級です。

特別の指導とは、障がいによる学習上又は生活上の困難を主体的に改善し、又は

克服することを目的とする指導（自立活動に相当する指導）のことを指します。

・通級指導教室は、小学校５校６教室、中学校１校１教室が設置されています。

・人数の推移は、平成２７年度から現在に至るまでほぼ横ばいです。

・小学校の１教室における通級による指導を受ける児童数は、平均17.8人（R元.５）

です。中学校の通級指導教室の設置は１校１教室のため、指導を受けている生徒は

少ない傾向にあります。

・通級による指導を受けている全ての児童生徒について、『個別の教育支援計画』を

作成、活用しながら指導に当たっています。

◇通級による指導を受けている児童生徒の人数の推移

平成27年5月 平成28年5月 平成29年5月 平成30年5月 令和元年5月 令和２年5月

小学校 100人 105人 110人 109人 107人 113人

中学校 11人 11人 10人 7人 7人 8人

※児童生徒によっては、年度の途中で通級による指導を開始するため、３月にはどの

教室も３～５人増となります。

・小学校、中学校、義務教育学校において、次のいずれかに該当する児童又は生徒の

うち当該障がいに応じ特別の指導を行う必要のあるものを教育する場合には、通級

による指導において、特別の教育課程によることができます。

１ 言語障がい者 ２ 自閉症者 ３ 情緒障がい者 ４ 弱視者

５ 難聴者 ６ 学習障がい者 ７ 注意欠陥多動性障がい

８ その他障がいがある者で、特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

（学校教育法施行規則第１４０条より）
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◇下野市内の小・中学校において通級による指導を受けている児童生徒の障がい区分

（令和元年５月）

言語障がい 自閉症・情緒障がい 注意欠陥多動性障がい 学習障がい

人数 50人 22人 19人 23人

割合 45.0％ 18.9％ 16.3％ 20.1％

③通常の学級における状況

・支援を必要とする児童生徒について、通常の学級用の『個別の教育支援計画』を作

成、活用しながら、指導に当たっています。

・通常の学級に様々な障がいのある児童生徒が在籍しており、合理的配慮の共通理解

を図り支援の実施に努めています。

◇合理的配慮の提供の状況

＜市内における取組例＞

・学校生活で使用できるよう市で購入した階段昇降機の貸与と学校生活支援員等に

よる支援

（H30 １台、R元 １台 購入）

・授業担当者による補聴器に連動したピンマイクの使用

・発達障がいのある児童に対する座席の位置の配慮等、安心して授業に取り組める

環境調整

・イヤーマフの使用による、聴覚過敏の生徒に対する刺激の調整

◇通常の学級で個別の教育支援計画を作成している児童生徒数(通級を含む)

（令和元年5月 栃木県特別支援教育体制整備状況調査）

人数 割合

小学校 242人 7.8%

中学校 50人 3.3%

計 292人 6.3%
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（３）教職員について

①特別支援教育についての教職員の意識

＜平成24年度～令和元年度 下野市教職員アンケート調査＞

市内の教職員を対象に、特別支援教育についてのアンケートを継続して実施してい

ます。

特別支援教育は特別支援学級や通級指導教室等、担当者のみが行うものという考え

に変化が見られることからも、特別支援教育についての理解が高まってきていること

が窺えます。

。
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②特別支援学級や通級指導教室を担当する教員の年齢・経験年数

・市教職員全体の年齢構成は、５０代、２０代が多く、特別支援学級や通級指導教

室を担当する教員については５０代が圧倒的に多くなっています。また、特別支援

学級等の経験年数が１０年未満の担当者が過半数を占めています。

◇小学校 （令和元年 ５月１日現在）

年齢

２０～ ２５～ ３０～ ３５～ ４０～ ４５～ ５０～ ５５～

３０～

経 ２５～ 1人

験 ２０～ 3人

年 １５～ 1人 1人 4人

数 １０～ 1人 1人 1人

５～ 1人 1人 2人 2人

０～ 1人 1人 1人 1人 1人 1人 2人

◇中学校

年齢

２０～ ２５～ ３０～ ３５～ ４０～ ４５～ ５０～ ５５～

３０～

経 ２５～ 1人

験 ２０～

年 １５～ 1人 1人 1人

数 １０～ 1人 1人

５～ 1人 1人 1人

０～ 1人 3人 1人

経験年数

（歳）

（ 人 ）

（ 年 ）
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③特別支援教育に関する研修

・令和元年度に実施した下野市教育研究所主催の特別支援教育に関する研修会は、以

下の通りです。

研修会名称 対象者 主な内容

特別支援教育 特別支援教育 ○合理的配慮の提供、個別の教育支援計画を

コーディネーター研修会 コーディネーター 生かした支援と円滑な支援情報の引継ぎに

ついて （R元年 5月）

特別支援学級 ○教育課程、個別の教育支援計画の作成・実

特別支援学級担任研修会 担任 施について （H31年

○指導案検討 4月）

（R元年 7月）

通級指導教室 ○教育課程、個別の教育支援計画の作成・実

通級指導教室担当者研修会 担当者 施について （H31年 4月）

○指導案検討 （R元年 7月）

支援員(介助) ○支援の必要な児童生徒との関わりについて

学校生活支援員研修会 （R元年 6月）

教職員（希望 ○障がいの理解について （R元年 12月）

者）

小学校長、幼稚 ○下野市こども発達支援センターこばと園の

幼小連携研修会 園・保育園・認定 療育について （R元年 6月）

こども園長

（４）就学支援の現状

①就学支援委員会

・市就学支援委員会を年３回実施しています。支援を要する幼児・児童生徒について、

障がいの状態や教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学や医学、心理学等専門

的見地からの意見を聴取し、もっともふさわしい教育の場を検討します。

※委員：医師、学識経験者（心理職、特別支援学校教諭含む）、幼稚園・保育園

・認定こども園長、学校長、教員、保健師等

・市内の小・中学校に在籍する児童生徒で、校内就学支援委員会において教育の場の

変更（通常の学級 特別支援学級 等）が必要とされた場合は、本人・保護者との

合意をもって、市就学支援委員会での審議を行います。

・特別の支援が必要と考えられる未就学児については、学校教育課指導主事と学校教

育サポートセンター相談員で、市内の幼稚園・保育園・認定こども園を訪問観察し、

作成した審議資料を基に、市の就学支援委員会で適切な教育の場について審議しま

す。就学支援委員会の審議対象となった未就学児については、審議結果等を就学先

に伝え、スムーズな就学につなげます。
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◇就学支援委員会対象未就学児・児童生徒数の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

未就学児 24人 30人 28人 45人 47人

小学校在籍児童(１～５年) 12人 14人 31人 26人 30人

小学校在籍児童(６年) 10人 20人 16人 11人 8人

中学校在籍生徒(１～２年) 1人 1人 8人 5人 7人

合計 47人 65人 83人 87人 92人

◇未就学児・児童生徒数

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

未就学児合計 536人 533人 529人 538人 528人

小学校在籍児童(１～５年) 2670人 2683人 2677人 2690人 2697人

小学校在籍児童(６年) 588人 539人 550人 529人 517人

中学校在籍生徒(１～２年) 1200人 1159人 1095人 1054人 1052人

合計 4994人 4914人 4851人 4811人 4794人

◇就学支援委員会対象未就学・児童生徒の割合の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

未就学児 4.5％ 5.6％ 5.2％ 8.3％ 8.9％

小学校在籍児童(１～５年) 0.4％ 0.5％ 1.1％ 0.9％ 1.1％

小学校在籍児童(６年) 1.7％ 3.7％ 2.9％ 2.0％ 1.5％

中学校在籍生徒(１～２年) 0.08％ 0.08％ 0.7％ 0.4％ 0.6％

合計 0.9％ 1.3％ 1.7％ 1.8％ 1.9％
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②就学前の連携と取組

ア 年長児・保護者相談

・健康増進課、社会福祉課との連携により、「下野市こども発達支援センターこば

と園」などの療育施設を利用している幼児や就学後に支援が必要と思われる幼児

について、保護者の同意を得て、就学相談を実施します。対象児及びその保護者

を対象に、「学校教育サポートセンター」の相談員が相談を受け、必要に応じ、

小学校や特別支援学校小学部の見学、体験等を紹介し、同行します。

◇相談ケース数、相談回数の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

相談ケース数 32件 39件 31件 51件 53件

相談回数(相談総数) 201回 305回 249回 366回 365回

イ 小学校への支援情報の引継ぎ

・学校教育サポートセンター相談員が、就学相談を行った幼児について、入学する

小学校へ支援情報を引き継ぎます。

・在籍する幼稚園・保育園・認定こども園は、支援が必要な幼児について、入学す

る小学校に、支援情報を引き継ぎます。

③『個別の教育支援計画』による幼児期から高等教育までの一貫した支援

・学校では、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制を整え、『個別

の教育支援計画』を活用して、家庭と連携を図りながら指導・支援に当たります。

進級時だけではなく、支援の主体が替わる入学、進学の際にも『個別の教育支援

計画』を引き継ぐことで、一貫した支援が受けられるようにします。

◇支援情報の引継ぎの状況について

＜平成31年4月 栃木県教育委員会引継ぎ調査＞

個別の教育支援計画 引継ぎ書 口頭 合計

幼保こ（※）から小学校 6人 47人 6人 59人

小学校から中学校へ 27人 5人 7人 39人

中学校から進路先へ 9人 2人 5人 16人

※幼保こ：幼稚園・保育園・認定こども園の略

・平成３１年４月の調査では、『個別の教育支援計画』により支援情報の引継ぎを

行った割合は、幼保こから小学校への引継ぎで全体の１０％、小学校から中学校

への引継ぎで全体の６９％、中学校から進路先で全体の５６％でした。『個別の

教育支援計画』を作成していても活用、引継ぎが行われている割合が低いため、

今後は、長期的な視点で幼児期から学校卒業までを通じて、一貫した的確な支援

を行うため、『個別の教育支援計画』により引継ぎを行うことが望まれます。
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（５）関係機関との連携

①学校教育サポートセンターの変遷

・学校教育サポートセンターは、サポートチームを経て、平成２５年度に、適応指

導教室（スマイル教室）と同時移転し、同一施設にまとめられました。学校教育

上で発生する諸問題の解決を目指し、教育相談及び適応指導を必要とする児童生

徒・保護者・教職員に向けた支援機関です。相談部には、専門の相談員、スクー

ルケースワーカー、心理職を配置し、子どもの発達相談、子どもへの関わり方等

の悩みなどに対応しています。また、就学相談では、子どもの実態と保護者のニ

ーズに応じた相談や支援ができるように、支援機関と連携を図り情報を収集・提

供します。

ア 相談部の現状

◇相談ケース数の推移

主 訴 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

不登校・行き渋り 21人 16人 18人 28人 26人

いじめ 1人 2人 2人 1人 0人

集団不適応 12人 4人 3人 1人 5人

就学（年長） 32人 39人 31人 51人 53人

進路相談 6人 6人 1人 1人 ２人

発達に関すること 25人 49人 65人 69人 75人

身体障害 1人 0人 0人 0人 1人

心因性 1人 1人 0人 0人 0人

学業不振 5人 1人 0人 6人 11人

家族問題 3人 1人 1人 1人 3人

子育て 2人 2人 1人 1人 2人

問題行動 2人 1人 0人 2人 3人

その他 9人 1人 2人 5人 5人

合 計 120人 123人 124人 166人 186人

教育研究所 相談事業

学校教育サポートチーム

就学・特別支援教育相談

相 談 窓 口 の 開 設

市適応指導教室「スマイル教室」の運営

就学・特別支援教育相談員配置事業

学校における教育相談のサポート

学校教育課

教 育 相 談

学校教育サポートセンター

相談部 スマイル教室

学校教育サポートチームから学校教育サポートセンターへの変遷
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◇発達検査（WISCⅣ）数の推移

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

サポートセンター 34件 32件 45件 40件 54件

学校 0件 0件 0件 10件 23件

スクールカウンセラー 0件 0件 16件 26件 20件

検査総数 34件 32件 61件 76件 97件

・相談部では、親子の困り感や気持ちに寄り添いながら、カウンセリングやプレイ

セラピーを実施して、親子の成長を応援しています。また、保護者の了解を得て、

学校と連携し支援方法を考えています。主な相談内容は、発達に関すること、年

長児の就学相談、不登校、行き渋りとなっています。就学前から関係機関と連携

することで、継続的な相談が可能になり、相談件数、検査件数ともに増加傾向に

あります。さらに、保護者や小・中学校から、適切な学習の場の選択や、子ども

に対するより深い理解のために、発達検査の依頼が増えています。検査の実施に

あたっては、保護者から日常生活の様子や困り感を聴き取り、児童生徒の授業の

様子を観察し、支援の手立てや関わり方を、保護者、教職員と一緒に考えていま

す。

イ 適応指導教室「スマイル教室」の現状

・不登校や不適応の背景には、児童生徒が、学習面、対人関係、家庭環境の困難さ

を抱えていることがあり、ケースに応じて、こども福祉課や社会福祉課等と、連

携を図りながら支援を進めています。児童生徒が学習面のサポートを受けながら、

小集団の中での行事やボランティア活動等を通して、社会性を育て、コミュニケ

ーション能力を伸ばし、自己決定、自己選択ができるよう、指導・支援を行って

います。

②特別支援学校との連携

ア 特別支援学校センター的機能充実事業の活用

・小・中学校は、特別支援学校から、障がいのある児童生徒の実態把握、指導内容

や方法、『個別の教育支援計画』の作成、合理的配慮などの専門的なアドバイス

を受けることができます。

・市内小中学校からの支援要請 平成29年度･･･３件、平成30年度･･･０件

令和元年度･･･３件、令和２年度･･･２件

イ 交流及び共同学習の実施

・国分寺特別支援学校、栃木特別支援学校に在籍する本市在住の児童生徒による居

住地交流を実施しています。

※令和元年度 国分寺特別支援学校から３名、栃木特別支援学校から２名

・国分寺東小と国分寺特別支援学校の交流学習を実施しています。
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〈取組の例〉

国分寺東小学校５年生の「総合的な学習の時間」の学習における国分寺特別支

援学校の児童との交流体験（互いを認めようとする姿勢を育てたり、「福祉」

についての理解を深めたりすることを目的とした授業）

③市役所内関係各課との役割・連携

ア 健康増進課【（4）②ア】

・乳幼児期の健診で、支援が必要な子どもについて、保護者と相談し、発達検査や発

達二次健診を通して、適切な医療や療育の場につなげています。５歳児健康相談で

は、集団生活上で認められる特性に焦点を当て、スムーズに就学できることを目的

に、教育委員会及び、こども発達支援センターこばと園と協働しています。幼稚園

・保育園と保護者が共に、子どもの障がい特性や行動特性を理解し、健やかな育ち

を支援できるよう応援しています。そして、年長児を対象に、５歳児健康相談にお

ける支援結果を、在籍園、学校教育サポートセンターや学校教育課、こばと園と共

有し、切れ目ない支援を行っています。就学に向けて、保護者の希望を受け止めな

がら、適切な学習の場を選択できるよう支援しています。

イ こども福祉課

・支援が必要な子どもは、保護者が育てにくさや関わりにくさを感じることがあり、

不適切な関わりや虐待が起こる可能性も高まると言われています。また、学校生活

においては対人関係不全や集団不適応により不登校になる場合もあります。こども

福祉課では、家庭・学校等と連携を図りながら支援が必要な家庭に、家庭訪問等を

行い、必要時児童相談所の協力も得て支援しています。また、支援を要する児童が

学童保育を利用している場合には、学童保育室とも連携を図っています。

ウ 社会福祉課

・療育手帳、身体障がい者手帳等をもつ児童生徒の保護者や、社会福祉課窓口に来庁

した保護者等に対し、必要に応じ学校教育課指導主事が保健師や、障がい児者相談

支援センターと共に相談・支援を行います。

エ 下野市こども発達支援センター「こばと園」

・「こばと園」は、発育・発達に課題のある幼児に小集団での療育と、言葉と身体の

発達について専門療育(相談)を行います。医師・保健師・保育士・言語聴覚士・作

業療法士・心理職が、適宜相談に応じます。療育では、身辺処理に取り組む中で、

基本的な生活習慣が獲得できるようにします。また、全身を使った遊びや運動を通

して、身体感覚を養うと共に体幹を整えボディイメージの向上を図ります。さらに、

机上課題でも様々な遊びを通して、集中力や手指の巧緻性を引き出しています。一

人ひとりの発達段階にあわせて、小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感

が高まるよう支援しています。児童発達支援管理責任者が幼児の様子を観察した
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り、保護者から聞き取りをして、一人一人に合わせた「個別の支援計画」を作成し

ています。併設されている「相談支援事業所こばと」は、相談支援専門員が、児童

福祉法・障害者総合支援法に基づいた、福祉サービス利用の情報や利用計画の提案

をします。子育ての悩みや、就学の不安について丁寧に話を聞いたり、保護者の了

解を得て、幼稚園・保育園や、医療機関との連携をしています。
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④専門機関との連携

・医療における専門的知見や、療育手帳取得時の結果等の情報が必要な場合には、保

護者の了解を得て、医療機関や児童相談所に照会し、適切な支援に活用しています。

（６）計画の取組と成果と課題

平成24年３月に策定した前計画についての取組状況を整理しました。

①基本方針１ 保護者・地域の理解協力について

具体的施策 実施状況

保護者へのリーフレッ ・下野市通級指導教室の案内リーフレットを作成し、市内全小学校

ト配布 １、２年生の保護者に配布した。

保護者対象研修会の ・支援を要する年長児の保護者を対象に、就学までの流れについ

開催 てなどの説明会を実施した。また、こばと園において研修会を実施

した。

保護者と学校との共 ・特別支援学級在籍児童生徒の保護者と担任との面談を実施し、

通理解 通常の学級での交流及び共同学習の教科や時数等を決定した。

・保護者の願いを聞きながら『個別の教育支援計画』を作成し、同

意を得た。

保護者会への支援 ・下野市市民活動補助事業として支援を実施した。

市広報誌への掲載 ・市広報誌『しもつけ』に隔月で記事を掲載。本計画の「めざす子ど

も像」である『のびのび輝く下野の子』をタイトルとした啓発記事をシ

リーズ化した。（H24.5月号・7月号・9月号・11月号、H25.1月号・3月

号）

市民向け研修会の開 ・本市自立支援協議会こども部会にて、市民、教員、学童保育指導

催 員等を対象に、障がい理解をテーマとした研修会を実施した。

地域での交流体験の ・社会福祉課、社会福祉協議会に協力をいただき、『しもつけ福祉

実施 フェスタ』でイベントに参加した。

学校関係者だけではなく、広く保護者や市民等にも正しい理解を深め、同じ視点に

立って児童生徒を支援することを目指して啓発を進めてきました。今後も、共生社会

に向けて、関係団体の理解・協力を得ながら、地域での様々な体験のできる交流の場

が増えるよう努めていきます。

②基本方針２ 関係機関との連携強化について

学校教育サポートチー ・市内小・中学校の児童生徒について、保護者、本人、教職員に対

ムの活用 しての相談支援を実施した。 サポートチームはスマイル教室と同

一施設にまとめ、サポートセンターとした。 →（５）①

市就学支援委員会の ・市就学支援委員会を年3回実施。就学前から関係各課や関係機

活性化・適切な就学先 関と連携した就学相談を継続し、就学支援委員会の審議結果をふ

の決定 まえた就学先の決定につなげた。 →（４）①
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健康福祉部との連携 ・市の健康福祉部（健康増進課、社会福祉課、こども福祉課）と連

携した就学相談を実施した。 →（４）②

特別支援学校との連 ・特別支援学校センター的機能充実事業の活用を実施した。→

携 （５）②

交流及び共同学習 ・国分寺特別支援学校、栃木特別支援学校と交流及び共同学習を

実施した。 →（５）②

学校だよりの送付 ・市教育委員会ホームページへの掲載を実施した。

幼小の連携 ・幼小連携事業を実施した。

小学校１年担任授業公開幼保こ担任参観

幼保こ担任授業公開小学校担任参観

・各地区ごとに幼小教職員情報交換会を実施した。

・幼保こ園児の集団での小学校見学を実施した。

小・中、中・高の連携 ・『個別の教育支援計画』を活用した支援情報の引継ぎを実施し

た。 →（４）③

学校教育サポートセンターの機能強化により、学校教育課と健康福祉部との連携や

幼・小の支援の引継ぎが有効に行われるようになりました。今後は、関係機関の連携

や機能をより一層充実させ、小・中学校における特別支援教育を支える体制を整えて

いきます。

③基本方針３ 推進体制の充実について

『かけはし』の啓発・活 ・こばと園利用の幼児の保護者に対し積極的に啓発し、活用を推進

用 した。〔「かけはし」は、誕生から青年期までの育ちの記録を記した

「個別の支援計画」である（ＨＰよりダウンロード可）。保護者や関係

機関が記入する。〕

児童生徒の交流学習 ・特別支援学級在籍児童の通常の学級との交流については高い割

の推進 合で実施した。 →（２）①

個別の教育支援計画 ・特別支援学級在籍児童生徒、通級による指導を受けている児童

の活用 生徒について、『個別の教育支援計画』の作成は、１００％（H30より

法的義務）作成した。 →（２）

・進級、進学の引継ぎの際に活用を推進した。 →（４）③

巡回相談の活用 ・市巡回相談事業終了、学校教育サポートセンター相談事業へ移

行した。

特別支援教育コーディ ・下野市教育研究所主催による各研修会を実施した。

ネーター研修会 ・指導主事による特別支援学級及び通級指導教室の訪問による研

特別支援学級・通級指 修を実施した。 →（３）③

導教室担当者研修会
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夏季希望研修会

学校生活支援員・学級

指導助手研修会

学校訪問（特別支援学 ・「学校教育サポートセンター学校訪問」として実施した。

級・通級指導教室） 市内全小中学校を訪問（指導主事、心理職の同行）

特別支援学級・通級指 ・H29 小学校1校 自・情学級

導教室増設の検討 ・H31 小学校1校 自・情学級

中学校1校 自・情学級 の増設を実施した。

教育総務課との連携 ・特別支援に係る施設設備の要望に随時対応した。

（ex）１教室に１台のエアコンの設置

学校訪問等による学校と市の連携等、特別支援教育の推進に対する意識の向上が図

られてきました。学校においては、スクールカウンセラー等の専門的な知見を取り入

れ、教育相談と特別支援教育がつながりをもった校内体制づくりに努めていきます。

また、『個別の教育支援計画』の作成が定着し、個に応じた合理的配慮等について

の共通理解が図られてきています。今後は、『個別の教育支援計画』を保護者と共有

しながら、有効な活用を進めていきます。
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４ 下野市における今後の特別支援教育の方向性

下野市の特別支援教育について、平成24年度策定の前計画の取組状況により、基本方針

の①から③に基づく取組を進め、成果と課題が明らかになり、今後の取り組むべき方向性

について検討し、以下の内容が明らかになりました。まず、健康福祉部や学校教育サポー

トセンターを中心とする相談体制について、本市の特別支援教育を支える役割として大い

に機能しています。また、配慮や支援が必要な児童生徒が年々増加している一方、経験年

数の浅い特別支援学級担当者が増えている現状が分かりました。

今後、国や県が進めるインクルーシブ教育システムを推進し、「共生社会」の形成に向

け、本市の特別支援教育の現状等から見える強みを生かし、課題を解決するための取組の

方向性を以下の４点に整理しました。

（１） 校内支援体制の充実に関すること

特別支援教育コーディネーターの指名や校内委員会の設置はすべての学校で行

われていますが、その機能を十分に生かすことが大切です。校内委員会の役割を

明確化し、特別支援教育コーディネーターを中心に組織的に取り組むよう努める

必要があります。校長のリーダーシップの下、全教職員が協力し合い学校全体と

しての対応を組織的、計画的に進めます。

（２） 教職員の専門性の向上に関すること

特別支援学級在籍児童生徒だけでなく、通常の学級においても様々な課題や困

難を抱える児童生徒が増加しています。『個別の教育支援計画』を作成、活用し、

全ての児童生徒が安心して学べるよう特別支援教育についての教職員の専門性を

さらに向上させる必要があります。教職員全体を対象に、特別支援学校によるセ

ンター的機能、学校教育サポートセンターの学校相談支援機能を活用し、研修会

を実施するとともに、『個別の教育支援計画』の作成と活用を推進します。

（３） 多様な学びの場の整備に関すること

小学校において、自閉症・情緒障がい特別支援学級に在籍する児童生徒の割合

が、平成２７年度から令和元年度にかけて４倍以上に増加しています。多様な障

がいの程度や教育的ニーズのある児童生徒が増加していることを鑑み、全ての児

童生徒が安心して学べる連続性のある多様な学びの場の設置を目指します。全て

の児童生徒にとって十分な学びが実現できるよう、児童生徒一人一人が自己理解

を深め、自信をもち、安心して学校生活が送れるような指導に努めます。

（４） 相談、支援の体制や地域、関係機関との連携に関すること

市内の小・中学校に身体、知的、発達障がい等のある児童生徒が在籍し、放課

後等デイサービスや学童保育を利用する児童生徒が、今後も増えていくことが予

想されます。
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本市では、学校教育サポートセンターが専門家チームとして、相談支援や学校、

専門機関との連携を行っています。相談や支援体制が安定して継続し、就学前か

らの一貫した支援を行うために、更なる幼小連携や小中一貫教育の推進、特別支

援学校や医療、福祉等の関係機関との連携が求められています。

以上の４点について、課題の解決やさらなる推進を図るための計画を第２章に示

します。
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第２章 計画（第二次）の考え方について

Ⅰ 基本理念

下野市の特別支援教育推進計画（第二次）は、市の学校教育の目標や国の特別支援教育

の理念に基づき、インクルーシブ教育システム推進のための特別支援教育の質の向上に取

り組むことにより、障がいの有無やその他の個々の違いを認めつつ、共に生きていける共

生社会を形成する子どもの育成を目指します。

Ⅱ スローガン

障がいの有無にかかわらず、インクルーシブ教育の理念に基づき、子ども一人一人の能

力の最大限の伸長を図るよう、教育、医療、保健、福祉等の各分野が連携し、社会全体で

育てていきます。

～きらきら輝き、共に生きるしもつけの子～

子どもの自己肯定感を高めることで、一人一人がいきいきと輝き、地域社会の一員とし

て共に生きる「しもつけの子」になってほしいという思いから、このようなスローガンと

しました。

Ⅲ 基本目標

子どもの良さや可能性を最大限に伸ばし、共に学び支え合う

「共生社会」の実現を目指すための指導・支援の充実

Ⅳ 施策の視点

基本目標を達成するために、次の３つの視点に基づいて特別支援教育の施策を展開して

いきます。

視点１ 「たかめる」 特別支援教育推進のための校内支援力を高めます。

視点２ 「ひろげる」 多様な学びで、子どもの可能性を広げます。

視点３ 「ささえる」 学校・家庭・関係機関の連携により、切れ目なく続く支援

を支えます。
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１ 視点１ 「たかめる」

特別支援教育推進のための校内支援力を高めます。

児童生徒の多様な教育的ニーズに対して的確に対応できるよう、外部の専門家の

活用や校内研修の充実を図り、特別支援教育に関する教員の専門性や指導力、校内

支援力の向上を図ります。

また、『個別の教育支援計画』を十分に活用し、関係機関と連携した支援体制の

確立を図ります。

２ 視点２ 「ひろげる」

多様な学びで、子どもの可能性を広げます。

知的障がい及び自閉症・情緒障がいの特別支援学級と通級による指導を行う教室

を整備して、指導の充実を図ります。

また、障がいの有無に関わらず、全ての子どもが可能性を伸ばせるよう、多様な

学びの場や教育内容の充実を図ります。

３ 視点３ 「ささえる」

学校・家庭・地域・関係機関の連携により、切れ目なく続く支援

を支えます。

早期からの一貫した支援の実現のために、こども発達支援センターや健康福祉部、

学校教育サポートセンターと連携を図り、就学相談を充実させるとともに、幼小連

携や小中一貫教育の推進に努めます。

また、障がいのある児童生徒が将来の自立した生活に向けて、子どもと家庭を取

り巻く学校を含めた関係機関が連携しながら支援していく体制づくりを推進しま

す。
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Ⅴ 計画（第二次）の体系

〖スローガン〗

きらきら輝き、共に生きるしもつけの子

〖基本目標〗

子どものよさや可能性を最大限に伸ばし、共に学び支え合う

「共生社会」の実現を目指すための指導・支援の充実

視点１ 視点２ 視点３

「たかめる」 「ひろげる」 「ささえる」

特
別
支
援
教
育
推
進
の
た
め
の
校
内
支
援
力
を
高
め
ま
す
。

多
様
な
学
び
で
、
子
ど
も
の
可
能
性
を
広
げ
ま
す
。

学
校
・
家
庭
・
地
域
・関
係
機
関
の
連
携
に
よ
り
、
切
れ
目
な
く

続
く
支
援
を
支
え
ま
す
。

重点施策 重点施策 重点施策

・
校
内
委
員
会
の
充
実

・
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
活
動
の
充
実

・
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
教
員
の
指
導
力
向
上

・
通
常
の
学
級
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
推
進

・
特
別
支
援
学
級
、
通
級
指
導
教
室
に
お
け
る
指
導
の
充
実

・
共
に
学
ぶ
教
室
（
交
流
及
び
共
同
学
習
）
の
充
実

・
幼
児
期
か
ら
の
一
貫
し
た
支
援
の
推
進

・
学
校
教
育
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
相
談
支
援
・
学
校
支
援
の

充
実

・
特
別
支
援
教
育
の
取
組
に
つ
い
て
の
保
護
者
や
地
域
等
へ
の
啓
発

・
特
別
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連
絡
協
議
会
の
設
置
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第３章 計画（第二次）の取組について

Ⅰ 重点施策と具体的な取組について

視点１から３に基づいて重点施策を以下のように設定し、具体的な取組について示しま

した。また、指標をアンケートの項目とし、市内小・中学校の教職員を対象に、毎年アン

ケートを実施することで、施策の実現状況を確認しながら計画（第二次）を推進します。

令和２年度に、市内の教職員を対象にアンケートを実施しました。現状値は、その結果

であり、目標値は、令和７年度までに達成を目指す数値です。

【最高値４点】

１ 視点１ 「たかめる」

特別支援教育推進のための校内支援力を高めます。
指標 現状値 目標値

（令和２年度） （令和７年度）

校長のリーダーシップの下、児童生徒の実態把握や支援

のために、校内支援体制を整え、『個別の教育支援計画』 ３．５０ ３．５５

を生かして全校体制で指導・支援に当たっている。

多様な教育的ニーズに対応するため、特別支援教育コー

ディネーターと連携し、指導に当たっている。 ３．４７ ３．５２

特別支援教育に関する研修や小中一貫教育における取組

等に参加するなど、特別支援教育に関する理解を深め、日 ３．２９ ３．３４

々の指導に生かしている。

【重点施策】

（１）校内委員会の充実

（２）特別支援教育コーディネーターの活動の充実

（３）特別支援教育に関する教員の指導力向上

【具体的な取組】

（１）校内委員会の充実

校長のリーダーシップの下、児童生徒の実態把握や支援方法の検討のために、全教職

員での支援体制を確立します。

①児童生徒の学習上又は生活上の困難の状態及び教育的ニーズの把握

②特別な支援を必要とする児童生徒についての適切な指導、必要な支援等の検討

③『個別の教育支援計画』の作成と活用（合理的配慮の提供の検討も含む）

④特別支援教育に関する校内研修の企画・立案

⑤校内就学支援委員会の開催（措置変更、通級指導の開始・終了の検討等）
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⑥ケース会議等の実施

（２）特別支援教育コーディネーターの活動の充実

特別支援教育コーディネーターの活動環境を整備し、多様な教育的ニーズに対応するた

めに、校内の特別支援教育を推進します。

①校内委員会の運営

②校内外の教職員や関係機関等との連絡調整

③保護者の相談窓口

④担任等への支援

※特別支援教育コーディネーターは、管理職（教頭）と特別支援教育担当者との複

数体制が望ましい。また、児童生徒の実態把握等の時間がとれるよう、特別支援

教育コーディネーターの授業時数を見直すなどの配慮が必要である。

（３）特別支援教育に関する教員の指導力向上

全ての教職員の専門性を高めるために、研修会を実施します。

①特別支援教育コーディネーターを対象とした研修

②特別支援学級、通級指導教室担当者の研修

③学校生活支援員（介助）の研修

④特別支援教育について推進を図るための研修

⑤特別支援学級、通級指導教室への指導主事の訪問研修

⑥外部の専門家による研修

⑦各学校の特別支援学級、通級指導教室の授業公開や情報交換

※①～⑥市教育研究所主催研修、各校における校内研修等で実施。

④教職員全体研修会での実施も検討。

⑦小中一貫教育における取組、S＆U、要請訪問や校内研修等で実施。

２ 視点２ 「ひろげる」

多様な学びで、子どもの可能性を広げます。
指標 現状値 目標値

（令和２年度） （令和７年度）

（通常の学級担任・専科担当者等対象）

全ての児童生徒が、自己肯定感や自己有用感を味わえる

よう、児童生徒の理解を深め、一人一人の能力や特性、教 ２．６８ ２．８８

育的ニーズに応じた安心感のある指導・支援に当たってい

る。

（特別支援学級担任・通級指導教室担当者対象）

保護者との綿密な相談による共通理解に基づいた『個別 ２．１２ ２．５０

の教育支援計画』を作成・活用し、一人一人の特性や困難

な状況に応じた計画的な指導・支援に当たっている。
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（交流及び共同学習を行っている通常の学級の担任・支援

学級の担任対象） ２．４４ ２．６４

交流学級担任と特別支援学級担任が連絡を取り合い、連

携をしながら、合理的配慮の提供等、児童生徒の状況に応

じた適切な交流及び共同学習を行っている。

【重点施策】

（１）通常の学級における特別支援教育の推進

（２）特別支援学級、通級指導教室における指導の充実

（３）共に学ぶ教室（交流及び共同学習）の充実

【具体的な取組】

（１）通常の学級における特別支援教育の推進

全ての児童生徒が自己肯定感や自己有用感を味わえるよう、児童生徒への理解を深

め、一人一人の能力や特性、教育的ニーズに応じた安心感のある指導・支援に努めま

す。

①ユニバーサルデザインの視点を取り入れた環境及び指導の工夫

②安心感を高める指導・支援の工夫

③『個別の教育支援計画』を活用した、個に応じた指導・支援の工夫（合理的配慮

の提供を含む）

④保護者、通級指導教室、特別支援学級、関係機関との連携

（２）特別支援学級、通級指導教室における指導の充実

ア 特別支援学級における指導の充実

特別の教育課程の下、『個別の教育支援計画』に基づいて、将来必要とされる力

を計画的に育てていくことを目指し、指導の充実を図ります。

①保護者とのより綿密な連携による『個別の教育支援計画』の作成と活用

②適切な特別の教育課程の編成

③個に応じた授業の工夫

④学習環境の整備や個に応じた教材教具の工夫

⑤特別支援学校センター的機能の活用や医療、関係機関との連携

イ 通級による指導の充実

児童生徒に自信が育つよう、一人一人の困難の状況に応じた自立活動の指導を

行います。

①保護者、担任（通常の学級）との連携による『個別の教育支援計画』の作成と活

用

②個々の実態把握に基づいた指導内容の設定と授業の工夫

③特別支援学校センター的機能の活用や医療、関係機関との連携

※学校教育課を中心に、全ての学校における通級指導教室の設置（基礎定数化の

実施）や巡回による指導の実施についての検討
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（３）共に学ぶ教室（交流及び共同学習）の充実

障がいの有無にかかわらず相互理解を促進し、児童生徒の状況に応じた適切な交流

及び共同学習の実施に努めます。

①特別支援学級担任及び通級指導教室担当者と交流学級担任との連携

②交流及び共同学習のねらいの明確化

③子ども同士の相互支援の育成

※学校生活支援員（介助）の活用

児童生徒の安心感を高めると共に、主体的な学習や生活が図れるような支援に努め

ます。

①基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助

②学習活動、教室間移動等における介助

③児童生徒の健康・安全確保

④発達障がい等の児童生徒に対する学習支援

⑤運動会、学習発表会、校外学習等の学校行事における介助

⑥周囲の児童生徒の障がい理解促進

※特別支援教育コーディネーター、学級担任等と連携し、必要な支援について検

討する。

３ 視点３ 「ささえる」

学校・家庭・地域・関係機関の連携により、切れ目なく続く支援

を支えます。
指標 現状値 目標値

（令和２年度） （令和７年）

幼小連携事業や小中一貫教育、支援情報の引継ぎによる

一貫した指導・支援の継続に当たるとともに、学校教育サ ３．３９ ３．４４

ポートセンターや医療機関等と連携し、専門家からの意見

や助言を指導・支援に生かしている。

保護者や地域に対して、特別支援教育の理解啓発や学校

教育サポートセンターなどの外部機関の役割や取組を分か ３．２３ ３．２８

りやすく説明している。

【重点施策】

（１）幼児期からの一貫した支援の推進

（２）学校教育サポートセンターを中心とした相談支援・学校支援の充実

（３）特別支援教育の取組についての保護者や地域等への啓発

（４）特別支援ネットワーク連絡協議会の設置

【具体的な取組】

（１）幼児期からの一貫した支援の推進
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ア 幼児期からの一貫した指導・支援、引継ぎの実施

『個別の教育支援計画』を活用し、幼児期からの一貫した指導・支援を継続することで

一人一人の力を伸ばします。

①幼小連携事業における授業（保育）参観や情報交換、支援の引継ぎの推進

②小学校とこばと園との連携による支援内容の確認、検討（新学齢児）

③小中一貫教育の推進による継続した指導・支援

④中学校卒業後の進路先への支援情報の確実な引継ぎ

⑤各中学校区における授業参観の実施

⑥学校と放課後デイサービス等との情報交換の場の設定

※②～⑤各学校、各中学校区で実施

⑥学校教育課を中心とし、市関係各課と連携して方策を検討する。

イ 適切な就学支援の実施

児童生徒の教育的ニーズや保護者の考えを把握し、合意形成を基本とした適正な就

学支援に努めます。

①校長や特別支援教育コーディネーターを中心とした校内就学支援委員会の実施

②市就学支援委員会による適切な就学支援

（２）学校教育サポートセンターを中心とした相談支援・学校支援の充実

学校教育サポートセンターを中心とし、各学校のスクールカウンセラーや心理職、医療

機関、市の健康福祉部と連携し、相談支援の充実を図ります。

①学校教育サポートセンターによる学校訪問

②専門家（学校教育サポートセンター心理職、スクールカウンセラー、医療機関等）

による発達検査の結果を生かした指導・支援についての助言

③学校教育サポートセンター相談員、心理職等のケース会議（校内委員会）への参

加

④学校、保護者との就学相談

⑤保護者の相談窓口

※学校教育サポートセンターとは、各校のコーディネーターが中心となり、連絡調

整する。

各機関で所有している検査結果等を共有するときは、保護者の同意を得る。

（３）特別支援教育の取組についての保護者や地域等への啓発

特別支援教育の理解啓発を図るため、保護者や地域に取組について周知します。

①リーフレットの作成・配布等による市の特別支援教育の推進についての周知

②学校便りや学校運営協議会等を通した学校の取組についての周知

（４）特別支援ネットワーク連絡協議会の設置

毎年開催し、学校現場との課題の共有を図るとともに、本計画（第二次）の運用

状況を把握しながら改善に努めます。
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Ⅱ 計画（第二次）の推進にあたって

１ 計画（第二次）の推進

本計画（第二次）は、下野市の学校教育における特別支援教育の方向を示すもので

す。基本目標を達成し、目指す子ども像を実現するために、学校、家庭、地域、関係

機関が、計画（第二次）の基本理念を理解し、協働して、子どもの視点に立った取組

をすることが大切です。

２ 計画（第二次）の周知と啓発

本計画（第二次）の推進にあたっては、学校・教職員はもとより、家庭、地域、関

係機関等の協力が得られるよう、広報誌やホームページなどを活用し、多くの機会を

捉えて計画（第二次）の周知と意識の啓発に努めます。

３ 計画（第二次）の見直し

基本目標の達成にあたっては、PDCA（「計画」→「実行」→「評価」→「改善」）

のサイクルを基本としながら、以下により計画の実効性を高めます。

R2 R3 ～ R7 R8～ R1２

重点施策については、中間期の令和７年度までの指標を設定し、計画（第二次）の

中間評価を実施して見直しを行います。改善策を立て、計画的に実施していきます。

施策の実行

・
重
点
施
策
の
見
直
し

・
中
間
評
価

施策の改善・

実行

計
画
（
第
二
次
）

の
策
定

計
画
（
第
三
次
）

の
策
定
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【様式１】記入例（共通）
令和○年度 個別の教育支援計画

〔支援機関一覧〕

○○○○ ○○○○
氏 名（性） 生年月日 平成○年○月○日 学校・学年 ○○○ 学校
ふりがな

○○ ○○ （○） 第○学年

保護者氏名 ○○ ○○ 住 所 〒○○○－○○○○ 電 話 ○○○○－
下野市○○○○○○○○ ○○－○○○○

就 学 前 小学校・小学部 中学校・中学部 高等学校・高等部 卒業後
低学年 中学年 高学年

支 社会福祉課 社会福祉課 学校教育課 社会福祉課 生涯学習課
援 こども福祉課 こども福祉課 社会福祉課 ふぉーゆう
窓 健康増進課 学校教育課
口

母 ５歳児（年中児）

子 健康相談

保
健

〇〇市こども発達センター
医 担当：〇〇 社会福祉課の業務内容

（５歳～月１回） ・障がい児福祉
療 療育手帳

こばと園 放課後等デイサービス
・ 担当：〇〇 ・生活保護

・医療費助成
福 ・こばと園 等

祉

こども福祉課の業務内容
･学童保育
・保育園
・認定こども園
・児童館 等

サポートセンター ○○小学校
教 担当：〇〇 コーディネーター：○○ 健康増進課の業務内容

〇〇幼稚園 １年担任：○○ 通級担当：○○ ・乳幼児健診
育 担任 ２年担任：○○ 通級担当：○○ ・５歳児健康相談 等

３歳：：〇〇 スクールカウンセラー：○○
・ サポートセンター ：○○

保 学校教育課の業務内容
・児童生徒の就学

育 ・就学援助
・学校支援 等

家 食事の配膳
洗濯物たたみ

庭 父、母、妹

地 学童保育 親子サッカー 市立図書館
子ども会 体操

域 コンビニ

マイチャレンジ ハローワーク 障害者職業センター
労 ２年：○○事業所

働

主に就学

前の健康

診断等を

記入

医療機関や

福祉機関で

のかかわり

を記入

就学前（幼稚園・保育園・

認定こども園等）や就学後

の支援にかかわっている担

当者等を記入

習い事や地

域での活動

を記入

労働機関でのか

かわりを記入

下野市内の障がい通所支援

・下野市こども発達支援センターこばと園（児）

・下野市こども通園センターけやき（児・放）

・みのりの杜キッズスクール自治医大（放）

・トータスジュニア下野（児・放）

・みのりの杜キッズスクール小金井（放）

・こどもサポート教室「きらり」下野校（児・放）

・トータスジュニア自治医大（児・放）

※児・・・児童発達支援

放・・・放課後デイサービス

家庭での役割

分担等

資－1



個別の教育支援計画

保護者名

　記載内容について承諾しました。
令和○年○月○日 ○○　○○

【うまくいっている状況】
・生活科など、興味のある学
習には積極的に取り組むこ
とができる。
・友達が好きで、自分からか
かわろうとすることができる。

【つまずいている状況】
・担任の説明中に思いつい
たことを一人でつぶやくこと
が多いが、名前を呼ぶと黙っ
て話を聞くことができる。
・連絡帳を書く時間に友達と
おしゃべりをすることがある
が、そばに行って「連絡帳」と
声をかけると、取り組むこと
ができる。

・町探検の学習で、
教師や友達の話を聞
くことができる。

・連絡帳を書くことが
できる。

・授業

・授業

・帰りの会

・教師が説明をする際は、実
物や身振りを交え、分かりや
すく伝える。

・本児のつぶやきのよさを認
め、周囲の児童に伝えて、児
童同士のやりとりをつなぐ。

・連絡帳を書く際、内容を小さ
なメモにし、本児にそっと渡し
て声をかける。
・連絡帳が書けたら、となりの
友達と確認し合い、互いにで
きていたら握手をする。

合
　
理
　
的
　
配
　
慮

教育内容・
方法

支援体制

施設・設備

・座席の位置を前方にし、集中しやすいようにする。
・準備物や活動内容をメモで渡し、自分で確認しながら進められるようにする。
・授業中に本児が離席し、教室を出て行ってしまった場合、隣の学級の教師が教頭に伝え、教頭
が学級に入る。担任は本児に対応できるようにする。

１年間の目標 ・教師や友達に話を聞こうとすることができる。

実態 指導目標 指導場面 指導の手立て 評価

【様式２】記入例（通常の学級用）

令和○年度　
〔指導計画〕

（前期） ○年○組　氏名（　○○　○○　）　
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＜指導計画＞

記入者名 ○○　○○

（所属） （担任）

検査名

実施期日
実施機関
 有　無
障害程度

療育  有　無

精神  有　無

・１年生に優しく接することができる。 ・自分の思いが伝わらないと、友達を叩くことがある
ので、「遊びたかったんだよね」など、本児の思いを代
弁し、子ども同士をつなぐ。

生
　
　
活
　
　
の
　
　
様
　
　
子

うまくいっている状況 つまずいている状況と必要な支援

学　　習

・図工で絵を描くことが得意である。
・文字を書くことや、足し算、引き算の計算がで
きる。

・作文や日記で、同じ文を何度も書くことが多いので、
「いつ」「だれが」「何をした」などを記入できるワーク
シートを使う。

生活習慣

・毎朝、大きな声で挨拶をし、元気に登校するこ
とができる。

・忘れ物が多いので、自宅で持ち物を準備したら、連
絡帳の持ち物の下に好きなシールを貼り、確認できる
ようにする。（保護者の確認も依頼）

対人関係

家庭状況

・父、母、本人、妹（３歳）の４人家族。
・両親が共働きのため、放課後は学童保育を利用している。
・休日は自転車で近所を走るなど、一人で遊んでいることが多い。

本人及び
保護者の
願い

［本人］
・学習漫画の伝記シリーズが好きなので、その話を聞いてほしい。
［保護者］
・親や友達に対して乱暴な言葉遣いが多いので、穏やかに話せるようになってほしい。

健康上の
配慮

・特になし

障害者
手帳

身体
　　　級　　　　　　　　　　（令和　　年　　月　　日　交付）

　Ａ１　Ａ２　Ｂ１　Ｂ２　　（令和　　年　　月　　日　交付・再交付）　　
　　　級　　　　　　　　　　（令和　　年　　月　　日　交付）　　　　　　

　　有　　無
○○○○○○

検査結果等

ＷＩＳＣ－Ⅳ
検査結果 全検査ＩＱ○○

言語理解指標○○、知覚推理指標○○、ワーキングメモリー指標○○、
処理速度指標○○

令和○年○月○日
○○市教育センター

服薬

　○年○組
氏　　　名 ○○　○○

診断名等
診断名：注意欠陥多動性障害
　令和○年○月○日診断
　医療機関名：○○病院

ふりがな ○○○○　○○○○
性
別

○

学
級

【様式３】記入例（通級・特別支援学級用）

令和○年度　 個別の教育支援計画

令和　○年　○月　○日記入
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１　学級担任
評価

２　通級による指導担当教員
評価

　記載内容について承諾しました。

　　　　令和○年○月○日　保護者名　○○　○○　　　　　　　　

・出来事を順番に、言葉で
伝えようとすることができ
る。

・好きな学習漫画の伝記を紙芝居にすることを通し
て、出来事の順番に話したり書いたりする。
・完成した紙芝居は、休み時間に在籍学級で発表
できる場面を設けてもらう。

合
理
的
配
慮

教育内容・
方法

支援体制

施設・設備

・算数や図画工作の時間で、本児の得意な学習活動のときには、友達から認めら
れる機会が増えるようにする。
・乱暴と見える行動についても、本児なりの理由があることを、教職員間で共通理
解を図り、できていることを認められるような温かい雰囲気をつくる。
・イライラしたときに、落ち着きを取り戻す場所として、教室の隣の準備室を使える
ようにしておく。

指導目標 指導の手立て

【様式４】記入例（通級用）

（前期） ○年○組　氏名（　○○　○○　）

１年間の目標 ・教師や友達に穏やかに話すことができる。

指導目標 指導の手立て
・担任に視線を向け、穏や
かに話すことができる。

・本児の思いを受け止め、代弁しながら関わる。
・算数の授業では、本児ができそうな問題を必ず１
回は指名し、学習への意欲を高める。
・縦割り班の活動では、１年生のお世話係を役割と
してあたえ、できたことを認める。

資－４



【様式５】 記入例（特別支援学級・低学年用）

（前期）

・身近な人に、自らの思いを伝えることができる。

指導目標 指導の手立て 評　　価
・ひらがなの単語
カードの弁別ができ
る。

・電車の写真と名前カードのマッチングを行い、名
前の文字数や形の違いで弁別できるようにする。

・1から５までの数を
数えることができ
る。

・電車の模型などの具体物を用いて、数詞と具体
物を対応させながら数えることができるようにす
る。

・アサガオの成長に
気付くことができ
る。

・アサガオの世話をしながら、支柱に印をつけた
り、写真を撮ったりして、成長に気付くことができる
ようにする。

・友達と歌声を合わ
せて歌うことができ
る。

・授業の導入に電車の歌を取り入れ、友達と歌え
るようにする。

・はさみの安全な使
い方が分かる。

・電車の絵の切り抜きを行い、教師の見本を見な
がら、はさみの安全な使い方がわかるようにす
る。

・リレー遊びに参加
することができる。

・見通しがもてるよう、スタートとゴールの位置をカ
ラーコーンで示したり、待つ場所を白線で示したり
する。

・話の内容がわか
る。

・話の内容を分かりやすく伝える。
・日常生活で似たような場があったときには、話の
内容を伝え、理解できる場を作る。

・友達と一緒に遠足
に参加することがで
きる。

・見通しがもてるように、同じ班の友達や日程につ
いて、事前に写真やカードで確認できるようにす
る。

・自分の思いを教
師に伝えることがで
きる。

・本児が安心して話ができるよう、好きな電車につ
いて話を十分に受け止める時間をつくる。

令和○年○月○日　　　保護者名　○○　○○

図画工作

体育

特別活動

自立活動

合
　
理
　
的
　
配
　
慮

教育内容
方法

支援方法

施設・設備

特別の教科
道徳

算数

生活

○学年○組　氏名　（　○○　○○　）

・本児が意思を伝える場面では、教師が２～３の選択肢を示し、選べるようにする。
・生活、音楽、図画工作、体育は、周囲の児童や教職員にも理解してもらい、同じようにか
かわってもらう。
・本児に必要な支援の方法について、教職員にも理解してもらい、同じように関わってもら
う。
・災害時に安全に避難できるよう、本児に付きそう教員を決めておく。
・安心して教室を移動できるよう、音楽室や体育館の入り口にイラスト等の表示を貼る。

　記載内容について承諾しました。

音楽

１年間の目標

教科等

国語
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【様式５】記入例（特別支援学級・中学校用）

（前期） 　○年○組　氏名（　○○　○○　）

落ち着いて授業に取り組み、学習への関心を高めることができる。

指導目標 指導の手立て 評　　価

習得した漢字を正
しく使い文章を書く
ことができる。

・大きなマス目のノートを使用し、字形を整えて書け
るようにする。
・学習した漢字を使い日記を書くようにする。

各都道府県に関心
を持つことができ
る。

・動画を見て興味関心がもてるようにする。
・地図帳や図鑑で調べながら理解できるようにす
る。

文章問題を読み立
式できる。

・絵や図にして、文章の内容をイメージすることによ
り立式しやすくする。
・文章のキーワードに線を引くようにする。

生き物の体のつくり
と働きに関心を持
つことができる。

・動画を見て興味関心がもてるようにする。
・絵を描かせたり図鑑で調べながら理解できるよう
にする。

友達と声を合わせ
て楽しく歌うことが
できる。

・教科担任と連携を図り、安心して授業に取り組め
るようにする。
・必要に応じて、Ｔ２としてサポートに入る。

丁寧に作品を作る
ことができる。

・配色や形の見本を提示し、イメージを持ちやすく
する。
・いろいろな道具を使い、楽しみながら作品作りに
取り組めるようにする。

ボールを使ったス
ポーツに取り組むこ
とができる。

・ボールを投げた時の記録をとり、意欲的取り組め
るようにするに。
・動画を見ることにより、動きを確認できるようにす
る。

ＰＣでローマ字入力
ができる。

・ローマ字表を活用し、時間がかかっても自分で入
力できるようにする。

日常生活にある英
単語について知る
ことができる。

・絵カードを用いて関心が持てるようにする。
・ＡＬＴの授業を通して、英語に慣れるようにする。

読み物を読み多様
な価値観があるこ
とを知ることができ
る。

・話の内容を理解しやすくするために絵を用いる。
・自分だったらどうするか身近な場面に置きかえて
考えられるようにする。

自分の生き方に関
する課題について
調べることができ
る。

・今までの生活や将来の生活について具体的に考
えられるようにワークシートを工夫する。
・保護者の協力も得られるようにする。

意欲的に学校行事
や委員会活動にに
参加することができ
る。

・交流学級担任や学年スタッフと参加の方法につい
て共通理解を図る。
・安心して参加できるように事前指導を綿密にす
る。

分からないこと、
困ったことを教師や
友達に聞くことがで
きる。

・教育相談を定期的に行い、本人の困り感の確認
をする。
・ＳＳＴを行い自分の言動を考える機会をつくる。

　記載内容について承諾しました。

令和○年○月○日　保護者名　○○　○○

特別の教科　道徳

１年間の目標

教科等

国語

社会

数学

理科

音楽

美術

保健体育

技術・家庭

外国語

・理解が難しそうな時は、絵や図にして具体的に提示していく。
・気が散らないように座席に配慮する。
・落ち着かなくなった時の対処方法を職員間で共通理解しておく。

支援方法

施設・設備

総合的な学習の時間

特別活動

自立活動

合
理
的
配
慮

教育内容方法
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０１通常の学級担任　

０２特別支援学級担任・通級指導教室担当者・特別支援教育コーディネーター　

０３上記の０１・０２以外

（１）学校は、校長のリーダーシップの下、児童生徒の実態把握や支援のために校内支援体制を整
え、「個別の支援計画」を生かして全校体制で指導・支援にあたっている。

４（十分当てはまる）　３（やや当てはまる）　２（あまり当てはまらない）１（当てはまらない）

（２）学校は、多様な教育的ニーズに対応するため、特別支援教育コーディネーターと連携し指導に
当たっている。

４（十分当てはまる）　３（やや当てはまる）　２（あまり当てはまらない）１（当てはまらない）

（３）特別支援教育に関する研修や小中一貫教育における取組等を通して、特別支援教育に関する
理解を深め、日々の指導に生かしている。

４（十分当てはまる）　３（やや当てはまる）　２（あまり当てはまらない）１（当てはまらない）

（通常の学級担任。専科担当者等対象）

（４）全ての児童生徒が、自己肯定感や自己有用感を味わえるよう、児童生徒の理解を深め、一人
一人の能力や特性、教育的ニーズに応じた安定感のある指導・支援に当たっている。
４（十分当てはまる）　３（やや当てはまる）　２（あまり当てはまらない）１（当てはまらない）　０（評価
対象外）

（特別支援学級担任・通級指導教室担当者対象）

（５）保護者との綿密な相談による共通理解に基づいた「個別の支援計画」を作成・活用し、一人一
人の特性や困難な状況に応じた計画的な指導・支援にあ当たっている。
４（十分当てはまる）　３（やや当てはまる）　２（あまり当てはまらない）１（当てはまらない）　０（評価
対象外）

（交流及び共同学習を行っている通常の学級の担任・支援学級の担任対象）

（６）交流学級担任と特別支援学級担任が連絡を取り合い、連携をしながら、合理的配慮の提供等、
児童生徒の状況に応じた適切な交流及び共同学習を行っている。
４（十分当てはまる）　３（やや当てはまる）　２（あまり当てはまらない）１（当てはまらない）０（評価対
象外）

（７）学校では、幼小連携事業や小中一貫教育、支援情報の引継ぎによる一貫した指導・支援の継
続に当たるとともに、学校サポートセンター等の関係機関と連携し、専門家からの意見や助言を指
導・支援に生かしている。

４（十分当てはまる）　３（やや当てはまる）　２（あまり当てはまらない）１（当てはまらない）

（８）学校では、保護者や地域に対して特別支援教育の理解啓発や学校教育サポートセンターなど
の外部機関の役割や取組を分かりやすく説明している。

４（十分当てはまる）　３（やや当てはまる）　２（あまり当てはまらない）１（当てはまらない）

下野市「特別支援教育」に関するアンケート（市内小・中学校教職員対象）

質問５

質問６

質問７

質問８

☆特別支援教育について☆

質問１

質問２

質問３

質問４

資ー７



特別支援教育に関する相談先一覧 

 

相談先 相談内容 連絡先 

下野市教育委員会事務局 

学校教育課  

・児童生徒の就学 

・就学援助 

・学校支援 

32-8918 

学校教育サポートセンター 

相談部 

・教育相談・就学相談          52-1140 

学校教育サポートセンター 

適応指導教室（スマイル教室） 

・不登校または不登校傾向にある下野市に在住す

る児童生徒への適応指導   

52-2116 

下野市健康増進課            ・就学前の相談・支援        32-8905 

下野市こども福祉課            ・子育て支援、保育支援、家庭相談 32-8904 

下野市社会福祉課            

  

 

・身体・知的障がい、不適応をもつ児童生徒の相

談・支援  

・放課後デイサービスの相談 

32-8899 

下野市こども発達支援センター 

こばと園 

 

・身体・知的障がい、不適応をもつ児童生徒の相

談・支援、未就学児の療育 

・放課後デイサービスの相談 

44-6783 

下野市障がい児者相談支援セン

ター 

・障がいに関する相談 37-9970 

県南児童相談所              

  

・療育手帳の取得                 0282- 

24-6121 

国分寺特別支援学校          

      

・知的障がい（中・重度）をもつ児童生徒の就学   

            

44-5121 

栃木特別支援学校            

      

・肢体不自由の障がいをもつ児童生徒の就学    

              

0282- 

24-7575 

 



下野市特別支援教育推進計画（第二次）策定委員 名簿 

№ 氏 名 職   等 

１ 司城紀代美 宇都宮大学教育学部 准教授 

２ 小黒 範子 とちぎっ子発達クリニック院長 

３ 青木 浩美 石橋北小学校長 

４ 坂口 修 石橋中学校長 

５ 堀  美弥 薬師寺小学校教諭 

６ 倉井 正子 国分寺小学校教諭 

７ 白石 孝子 古山小学校教諭 

８ 近澤 陽子 石橋中学校教諭 

９ 阿部 憂子 下野市立小中学校 PTA 代表 

10 奥村 環 社会福祉課 保健師 

11 増渕 陽子 健康増進課 保健師 

12 佐藤 友里 健康増進課 臨床心理士 

13 大塚 洋子 グリム保育園園長 

14 天野 康子 学校教育ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 相談員 

                       職等は令和３年３月現在 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  下野市特別支援教育推進計画（第二次） 

令和３年３月発行 

 

      〈問い合わせ先〉 

 発行者 下野市教育委員会 

     〒３２９－０４９２ 

     下野市笹原２６番地 

     TEL ０２８５－３２－８９１８ 

     FAX ０２８５－３２－８６１０ 

     E-mail  gakkoukyouiku@city.shimotsuke.lg.jp 

 




